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2017年度に専門医資格を更新される先生のための 

「専門医資格更新マニュアル」 

 
ご自分の日本産科婦人科学会の会員番号（お忘れの場合は地方部会に確認して下さい）と

パスワードをご用意下さい。 

会員番号は ********（8桁です）N****（Nのあとは 4桁です） ←後半の N****は学会専

門医の番号です。 

 

2017 年は 5300 人以上の先生が更新時期に当たりますので、日本産科婦人科学会専

門医資格更新と日本専門医機構への申請を行いましょう。 

提出期限、申請先や様式が違いますので注意して下さい。 
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日本産科婦人科学会専門医の資格更新 

 

1. 会員番号の末尾に-N○○12、-N○○11（平成 28年度に更新延期願が受理された方の場

合）が対象です。ほとんどは-N○○12です。 

 

2. 5 年間（平成 24 年 4月 1日〜平成 29 年 3 月 31日）で日産婦シール 150単位以上を取

得していることを要します。 

 

3. 申請書類送付先 

従来通り、先生が所属している地方産科婦人科学会専門医制度委員会（地方委員会）

です。日産婦学会ではないです。封筒に「専門医資格更新申請書在中」あるいは、「再

認定申請書在中」と明記して下さい。 

 

4. 受付期間は 平成 29年 5月 1日から 5月 31日まで です。 

 

5. 申請書類は以下の 5つです。（別添をお使い下さい） 

1）認定更新申請書（様式第 8号）又は再認定申請書（様式第 23号） 

2）研修内容報告書（様式第 9号） 

3）診療・診療実績報告書（様式第 10号） 

4）医師免許証写し（A4に縮小コピーして下さい） 

5）研修出席証明シールを貼付した研修記録手帳と e医学会カードで研修会参加登録をした

場合は、e医学会マイページの専門医単位ページをプリントアウトしてご提出下さい。 

 

6. 審査料及び登録料の納入 

申請書類の提出と同時に所属地方委員会指定の専用口座に更新審査料（5,000 円）、更

新登録料（15,000 円）を一括(20,000 円)して送金して下さい。機関誌 4、5 号に各地

方委員会の所在地と各地方委員会指定の専用口座の一覧が出ますので見て下さい。 
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日本専門医機構専門医資格更新 

暫定期間中（2017 年度～2020 年度）、日産婦学会は当該年度に日産婦学会認定専門医を更

新した会員についてのみ、機構暫定基準を満たした場合、機構認定専門医候補者として推

薦致します（2017 年度学会専門医更新は 2017 年 10 月 1 日付けとなり、機構専門医認定は

2018年 4月 1日付けとなります）。 

 

 

1. 申請書類送付先・・・こちらは直接日産婦に送ります。 

〒104-0031 東京都中央区京橋 3丁目 6-18 

東京建物京橋ビル 4F 

日本産科婦人科学会気付 

  日本専門医機構産婦人科領域専門医委員会 

 

2. 申請書類受付期間：2017年 8月 1日〜2017年 10月 10日（消印有効） 

 

3. 必要な書類（別添の様式 1～4をお使い下さい） 

1) 日本専門医機構認定 産婦人科専門医資格更新申請書（様式 1） 
2) 勤務実態自己申告書（様式 2） 
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3) 症例一覧表 （様式 3） 
4) 2015 年 4月 1日以降の機構単位集計表（様式 4） 
5) e 医学会カードで登録されていない単位に関しては学会参加章（原本を提出で

す。念のためコピーを取っておいて下さい）、受講証、その他、各種証拠書類（論

文コピー、学会抄録コピー、依頼者からの証明書など）の提出が必要です。地域・

国際保健活動に関しては、該当する活動に関して個人名の入った印刷物コピーと

申請者本人が記載した約 400文字の活動内容報告書の提出が必要です。 

6) 学会シールの提出は学会専門医更新申請時に提出するので、再提出の必要はあ

りません。 

2017年度に機構専門医を申請する場合には審査料・認定料の負担はありません。 

 

＊ 2017年度申請者の iから iv の各項目の（必須単位数〜計上可能最大単位数）ならびに

vの最低単位数は以下のとおりです。様式 1～4を見て下さい。 

 

＊ 日本産科婦人科学会専門医は当該更新が 4 回目以上の場合は、下記の i が必須ではあ

りません。 

 
 
i (2〜6単位で記載)・・・通常の外来診療をしていれば 6単位は軽い。10症例経験で 1単

位なので 60 症例を記載すればよいことになる。症例は何でもよい。 

ii (1〜8 単位で記載, ただし共通必修講習 1単位以上を含む)・・・共通必修講習とは、医

療安全、感染対策、医療倫理のどれか 1つを受講していることが必須です。 

iii (8単位以上)・・・受講証明書があればこれを提出する。コピーは自分で保管すること。

e医学会カードで受講単位を取得したものは、e医学会のホームページにアクセスしてプリ

ントアウトして提出する。 

iv (0〜6 単位まで) なお、日産婦学会シール 90 点の提出は不要です（既に学会専門医更

新時に提出して頂いているので）。 

vは最低 20 単位必要（vは iから ivまでの合計のことです） 

 
比較的簡単ですので、申請を忘れずに行って下さい。 
 
 
  



  5 

参考 
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e医学会へのアクセス 

 

1. ご自分の PC を立ち上げ「e医学会」と入力して下さい。 

2. あるいは、この URLをコピペする。 

https://www.e-igakukai.jp/user_service/kaiin_portal/home/home.htm 

3. この画面が出るので所属学会の会員 IDをクリックする。 

4. 学会選択は「日本産科婦人科学会」、所属医学会 IDは「会員番号」、パスワードを入力

する。 

5. 画面が出たら専門医単位をクリックする。 

6. 画面が出たら学会選択は「日本産科婦人科学会」を選んで表示をクリックする。 

7. 機構単位をクリックする。 

8. 専門医情報をみて、N****のうち最後が**12 となっていたら申請して下さい。平成 28

年度に更新延期願が受理された方の場合は N**11となります。 

9. 下にスクロールすると【機構単位】があり、共通、領域、参加という欄があります。

共通とは専門医共通講習単位のことで、領域は産婦人科領域講習単位のことで、参加

とは学術集会等参加登録単位のことです。気を付けることは、例えば自分の参加単位

が 10単位あったとしてもカウントされるのは最大 6単位までです。 

10. 次に学会単位をクリックしてみて下さい。【学会単位】とあるのはすべて日産婦学会専

門医更新の単位ですので間違わないようにして下さい。 

 
以下に絵で説明します。 
これからも会員の先生のために情報提供いたしますので、医会あるいは学会のホームペー

ジにアクセスして更新を忘れずにして下さい。 
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これからも会員の先生のために情報提供いたしますので、医会あるいは学会のホームペー

ジにアクセスして更新を忘れずにして下さい。 

 
 


